
 

福井市自治会活動保険料補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条  この要綱は、自治会活動の活性化と地域社会の健全な発展を目的として自治会が加入す

る自治会活動保険の保険料に対して補助金を交付することについて、福井市補助金等交付規則

（昭和４８年福井市規則第１１号。以下｢規則｣という。）に定めるもののほか、必要な事項を定

めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

(1) 自治会 福井市行政嘱託員設置規則（昭和５０年福井市規則第１号。）第 1 条に規定する市

長の認める区域において構成する団体をいう。 

(2) 地区自治会連合会 公民館地区を単位とする自治会の連合体をいう。 

(3) 自治会活動保険 自治会の年間活動を補償する保険で、第三者への賠償と自治会活動参加者

への傷害補償を備えるものをいう。 

  （補助金の交付対象） 

第３条  この要綱による補助金は、地区自治会連合会に対して交付する。 

 （補助対象経費） 

第４条 この要綱による補助金の対象となる経費は、次に掲げる自治会活動保険の保険料で、当

該年度の４月１日から３月３１日までに支払った保険料の額とする。ただし、費用損害に係る

保険料その他の特約事項に係る保険料は除く。 

(1) 自治会が地区自治会連合会を介して加入している自治会活動保険の保険料 

(2) 自治会が独自に加入している自治会活動保険の保険料（地区自治会連合会が補助金の交付

手続を取りまとめて行う場合に限る。） 

２ 自治会が複数の自治会活動保険に加入している場合は、当該自治会が指定するいずれか１つ

の自治会活動保険の保険料とする。 

（補助金の額）  

第５条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費（１世帯当たりの保険料が１２０円を超え

る場合は、１世帯当たり１２０円を限度とする。）に２分の１を乗じて得た額とする。ただし、

算出した額に１円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額とする。 

 （補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を申請しようとする者は、規則第３条第１項の規定により、福井市自治会

活動保険料補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなけれ

ばならない。 



(1) 自治会活動保険の保険料を支払ったことを証する書類の写し 

(2) 自治会活動保険に加入したことを証明する書類の写し 

(3) 支払った保険料の内訳を記載した書類 

(4) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定及び額の確定通知） 

第７条  市長は、規則第４条の規定による補助金の交付の決定及び規則第１２条の規定による補

助金の額の確定をした場合には、福井市自治会活動保険料補助金交付決定通知書兼確定通知書

（様式第２号）により、当該補助金の交付を申請した者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第８条 前条の通知を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、規則第１４条の規定に

より、福井市自治会活動保険料補助金交付請求書（様式第３号）を市長に提出しなければなら

ない。 

 （補助金の返還） 

第９条 補助金の交付を受けたものが、この要綱の趣旨に反し不正の行為があったときは、市長

は、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。 

 （補助金の経理） 

第１０条 補助金の交付を受けたものは、補助事業についての収支を明らかにする帳簿及び証拠

書類を整備し、補助事業の完了の日の属する年度の終了後５年間保存しなければならない。 

（電磁的記録等） 

第１１条 この要綱の規定による書面の提出については、当該書面に係る電磁的記録の提出に代

えることができる。 

 （委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 １ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （失効） 

 ２ この要綱は、令和１１年３月３１日限りその効力を失う。ただし、同日までに交付の決定

がなされた補助金については、同日後もなおその効力を有する。 

   附 則 

   この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 

   この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規定は、令和４

年３月３１日から施行する。 



   附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規定は、令和７

年３月３１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規定は、令和８

年３月３１日から施行する。 

 


